
歴史・伝統の保存についての検討結果報告 

 

所掌事項 再編対象校の歴史・伝統の保存 

担当専門部会 地域部会 （第 2 回部会 7/15 第 3 回部会 8/20 第 4 回部会 9/28  

      第 5 回部会 10/26） 

報告日 令和 2 年 12 月 16 日 

  

⑴保存資料等について 

①中谷中学校、六瀬中学校が保有する物品等のうち、歴史的価値のある物品及び

資料については新設校において保存する。 

保存物品及び資料 

・校旗、校歌 

・学校に備えなければならない表簿（学校沿革誌、卒業証書台帳など法令その

他に定めがあるもの） 

・卒業アルバム、記念誌 

・その他各中学校が独自に保存する物品など 

②両校の歴史を継承するため、新設中学校内に資料展示室（仮称）を置き、各校の

保存物品及び資料を展示する。 

  ・展示する物品及び資料については各校で選定し展示してもらう。 

  ・保存及び展示が難しい物品などは写真や映像で保存する。 

 

⑵記念碑、卒業制作・記念品等について 

 ①中谷中学校にある記念碑 

  ・校庭にある記念石碑などは基本的に撤去する。 

  ・大きな石碑は、銘板を入れ替えるなどして新設校にふさわしい形で活用する。 

  ・新設校での教育効果や石碑のもつ意味を考え、石碑「希望を高く」はそのまま

残す。 

 ②中谷中学校に掲示されている卒業制作や文化祭共同作品 

  ・映像で保存し、基本的に撤去する。 

  ・大規模な共同作品については、校舎の改修工事及び体育館の改修工事に合わ

せて撤去していく。 

 ③六瀬中学校にある記念碑及び卒業記念品等 

  ・現状のままとする。 

  ・生徒の心落ち着ける環境づくりに適したものがあれば、必要に応じて新設校

へ移設する。物品については学校で選定してもらう。 

⑶その他 

 ①両校それぞれの姿は記録映像として保存する。映像は専門業者に依頼する。 
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